
②
河
川
の
水
質
保
全

③
浸
水
被
害
の
防
止

■ 9月10日は下水道の日・10月1日は浄化槽の日

　
公
共
下
水
道
へ
の
接
続
工
事
の

資
金
融
資
を
受
け
た
際
、
借
り
入

れ
で
生
じ
る
利
子
を
市
が
負
担
す

る
融
資
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

下
水
道（
公
共
下
水
道
、
農
業

　
汚
水
管
を
通
し
て
運
ば
れ
た
汚

水
を
、
下
水
処
理
場
で
浄
化
し
て

河
川
な
ど
に
放
流
す
る
こ
と
で
、

水
質
を
保
全
し
ま
す
。

　
大
雨
や
台
風
の
と
き
に
家
や
道

路
が
浸
水
し
な
い
よ
う
、
排
水
路

な
ど
で
雨
水
を
河
川
に
流
し
て
街

を
守
り
ま
す
。

　
合
併
処
理
浄
化
槽
は
、
し
尿
と

生
活
雑
排
水
を
併
せ
て
処
理
す
る

浄
化
槽
で
、
下
水
道
の
処
理
施
設

と
同
様
に
優
れ
た
浄
化
機
能
が
あ

り
ま
す
。

　
河
川
な
ど
の
水
質
を
保
全
す
る

た
め
、
下
水
道
の
整
備
対
象
外
の

地
域
に
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の

設
置
・
維
持
管
理
に
対
し
て
補
助

制
度
が
あ
り
ま
す
。

設
置
補
助　
合
併
処
理
浄
化
槽
の

設
置
費
、
単
独
処
理
浄
化
槽
や
、

く
み
取
り
便
所
か
ら
合
併
処
理
浄

化
槽
へ
の
転
換
設
置
費
を
補
助

維
持
管
理
補
助　
一
般
住
宅
に
設

置
し
て
い
る
合
併
処
理
浄
化
槽
の

維
持
管
理
費
を
補
助

　
各
補
助
制
度
の
対
象
や
申
請
方

法
に
つ
い
て
は
、
下
水
道
施
設
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

合
併
処
理
浄
化
槽
の

補
助
制
度

融
資
制
度
を
使
っ
て

早
期
の
下
水
道
接
続
を

①
衛
生
の
確
保

　下水道は快適で衛生的な生活環境の確保など、大切な役割
があります。今月号では、下水道や合併処理浄化槽の役割、
合併処理浄化槽の補助制度についてお知らせします。

　
家
庭
や
工
場
な
ど
か
ら
排
出
さ

れ
る
汚
水
を
、
速
や
か
に
汚
水
管

に
流
す
こ
と
に
よ
り
、
快
適
で
衛

生
的
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

生
活
と
自
然
を
守
る

下
水
道
の
３
つ
の
役
割

下水道施設課 （88）９１59

自然にかえそうきれいな水

集
落
排
水
）の
供
用
が
開
始
さ
れ

た
地
域
で
、
ま
だ
接
続
し
て
い
な

い
人
は
、
早
期
の
接
続
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
融
資
制
度
に
つ
い
て
は
、
経
営

課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
経
営
課
（
88
）９

１
５
８

動物を飼うときは
愛情と責任を持って

■ ■ 9月20日～26日は動物愛護週間9月20日～26日は動物愛護週間
　
犬
や
猫
な
ど
動
物
を
飼
う
と
き

は
、
生
涯
を
終
え
る
ま
で
愛
情
と

責
任
を
持
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う
。

野
良
猫
で
も
餌
を
与
え
て
い
れ

ば
、
飼
い
主
と
同
等
の
責
任
が
生

じ
ま
す
。

犬
を
飼
う
と
き

▼
生
後
91
日
以
上
の
犬
に
は
、
市

へ
の
登
録
手
続
き
と
、
年
１
回
の

狂
犬
病
予
防
注
射
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す

▼
放
し
飼
い
は
、
近
隣
住
民
に
迷

惑
が
掛
か
る
の
で
や
め
ま
し
ょ
う

▼
散
歩
中
の
ふ
ん
は
、
飼
い
主
が

持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う

猫
を
飼
う
と
き

▼
他
人
へ
の
迷
惑
や
交
通
事
故
を

防
ぐ
た
め
、
家
の
中
で
飼
い
ま

し
ょ
う

▼
飼
い
猫
を
識
別
で
き
る
よ
う

に
、
迷
子
札
を
着
け
る
な
ど
工
夫

し
ま
し
ょ
う
。
屋
内
か
ら
逃
げ
出

し
て
保
護
さ
れ
た
と
き
に
も
役
に

立
ち
ま
す

▼
猫
は
と
て
も
繁
殖
力
の
あ
る
動

物
で
す
。
繁
殖
さ
せ
る
計
画
が
な

い
と
き
は
、
不
妊
・
去
勢
手
術
を

受
け
ま
し
ょ
う

　旧長沼町と旧岩瀬村の代表的な文化財である長沼焼、
長沼染型紙、三

さん

匹
びき

獅
じ

子
し

を紹介するテーマ展を開催します。
期間　10月10日（火）～12月15日（金）　
開館時間　午前9時～午後5時
休館日　土・日曜日、祝日
主な展示物
▶長沼焼　江戸時代末期から昭和初期にかけて窯業が盛
んだった旧長沼町で作られた皿や小鉢などの日常雑器
▶長沼染型紙　江戸時代の長沼に2軒だけあった染屋で
使われていた着物の柄や紋

もん

様
よう

を染めるために用いられる
道具
▶三匹獅子　演者が腹部に太鼓を付け、獅子頭をかぶり、
雄2匹と雌1匹が一組になって笛や歌に合わせて演じる
獅子舞
☞歴史民俗資料館 （67）2030

歴史民俗資料館秋季テーマ展

長沼・岩瀬の文化財
～長沼焼・長沼染型紙・三匹獅子舞～

秋の全国交通安全運動

　9月21日から30日まで、秋の全国交通安全運動
が全国一斉に展開されます。
　これからの時期は、日没時間が急激に早まりま
す。歩行者は反射材を身に着け、車道を横断する
ときは十分注意しましょう。
　運転者は、同乗者にシートベルトの着用を働き
掛け、早めにライトを点灯し、ゆとりを持って、
思いやりのある運転を心掛けましょう。
運動のスローガン
反射材　「ここにいるよ！」の　メッセージ
運動の重点
▶こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
▶夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等
の根絶
▶自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の
徹底
☞市民安全課 （88）9128

環境課 （88）９１29
　
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
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で
は
、
犬
や
猫
の
譲
渡
を
行
っ
て

い
ま
す
。
譲
渡
を
希
望
す
る
と
き

は
、
所
定
の
手
続
き
が
あ
り
ま
す

の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

譲
渡
を
行
っ
て
い
ま
す

■ 
令
和
5
年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査

統
計
調
査
に
ご
協
力
を

　
総
務
省
で
は
、
日
本
の
住
環
境

や
土
地
所
有
な
ど
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
た
め「
住
宅
・
土
地
統

計
調
査
」を
行
い
ま
す
。
こ
の
調

査
は
、
統
計
法
に
基
づ
き
、
５
年

ご
と
に
行
わ
れ
る
重
要
な
調
査

で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト（
パ
ソ

コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
）で
も
簡
単
に
回
答
で
き

ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

住
宅
や
居
住
世
帯
な
ど
を

調
査

調
査
対
象　
10
月
１
日
現
在
、
市

内
で
指
定
さ
れ
た
調
査
地
域
の
中

か
ら
、
無
作
為
に
選
ば
れ
た
住
宅

と
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
世
帯（
約

２
4
０
０
世
帯
）

※
一
戸
建
て
の
住
宅
だ
け
で
な

く
、
ア
パ
ー
ト
・
マ
ン
シ
ョ
ン
な

ど
の
共
同
住
宅
、
工
場
や
病
院
な

調
査
内
容　

⃝
世
帯
に
関
す
る

こ
と（
世
帯
の
構
成
、
入
居
時
期

な
ど
）　

⃝
住
宅
に
関
す
る
こ
と

（
居
住
室
の
数
、
建
築
時
期
な
ど
）

⃝

現
住
居
以
外
の
住
宅
・
土
地
の

所
有
状
況
に
関
す
る
こ
と

秘
密
の
保
護
と
注
意
喚
起

　
統
計
調
査
を
受
け
る
世
帯
に
は

報
告
す
る
義
務
、
調
査
員
に
は
調

査
で
知
り
得
た
情
報
を
ほ
か
に
漏

ら
し
て
は
な
ら
な
い
守
秘
義
務
が

法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
調
査
員
は
顔
写
真
入
り

の「
調
査
員
証
」と「
立
入
検
査
証
」

を
必
ず
携
帯
し
て
い
ま
す
。
調
査

で
は
、金
銭
を
要
求
す
る
こ
と
や
、

銀
行
口
座
な
ど
を
お
聞
き
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
不
審
に
思
っ
た
と
き
は
、
市
に

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

情
報
政
策
課
（
88
）９
１
１
３

◦ 調査の流れ

③郵送で提出

②紙の調査票で
回答     

②インターネット
で回答

了
終
答
回

①統計調査員が、無作為に選ば
れた調査対象世帯へ調査票を配
布 (氏名や住宅の外観を確認 )

③統計調査員が、
調査票の回収に
訪問
（10月上旬）

（９月中旬～下旬）

ど
、
人
が
3
カ
月
以
上
居
住
し
て

い
る
建
物
も
対
象
で
す
。

11 10令和5年9月1日令和5年9月1日


